
広島県公安委員会告示48号 

 次の遊技機は、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和60年国家公安委員会規

則第４号。以下「規則」という。）第６条に定める技術上の規格に適合していると認めるので、

規則第９条第１項の規定により告示する。 

  令和８年６月22日 

                        広島県公安委員会 
                         委員長 西  野  泰  代 

検定 

番号 

検 定 の 

有 効 期 間 

遊技機の 

種  類 
型 式 名 

申 請 者 名 

（ 住 所 ） 

製造業者名 

（ 住 所 ） 

610473 告示の日 

(令和８年６

月22日)から

３年間 

ぱちんこ

遊技機 

ｅフィーバー機動

戦士ガンダムＳＥ

ＥＤ２ｂＦ 

株式会社ビスティ 

代表取締役 東郷 裕二 

(東京都渋谷区渋谷三丁目

29番14号) 

左同 

 

630379 同上 回胴式遊

技機 

Ｌ青春ブタ野郎Ｌ

１ 

株式会社オリンピア 

代表取締役 兼次 民喜 

(東京都台東区東上野一丁

目16番１号) 

左同 

 

６Ｐ01 

26 

同上 ぱちんこ

遊技機 

ｅシン・ウルトラ

マン79ｖｅｒ．Ｋ

３ 

京楽産業．株式会社 

代表取締役 榎本 善紀 

(愛知県名古屋市天白区中

砂町185番地) 

左同 

 

610439 同上 同上 ｅソードアート・

オンライン アリ

シゼーションＹＫ

Ｊ11 

同上 左同 

 

 


